Ⅲ　様式１


年　月　日

静岡県知事　氏　　　　名　様

所在地
法　人　名

理事長　　　氏　　　名

証明願
登録免許税の非課税による登記申請をしたいので、次の物件が登録免許税法第４条第２項の規定による別表第３の１の２の第３欄の第〇号に該当するものであることを証明願います。

１　学校用地　所在
地　目
面　積
２　建　　物　所在
家屋番号

種　類
構　造　

床面積　１階

２階

［添付書類］

１　権利の取得を証する書類

(1) 寄付の場合は寄付申込書等の写し

(2) 売買の場合は売買契約書の写し

(3) 新築の場合は建物の表示登記の謄本

(4) 農地等を校地にする場合は農地法の規定による許可書等の写し

２　登記事項証明書

３　写真（新築の場合のみ）

【留意事項】

１　提出部数は２部。ただし、添付書類は１部で可。

２　本証明願の物件に関して、「校地に関する権利の取得届」、「校舎等に関する権利の取得届」又は「校舎等の新築（改築・増築）届」が事前に提出されていなければならない。

３　書類の下部に証明するので、６cm程度空欄にしておくこと。

４　建物の場合は「第１号」、土地の場合は「第２号」、建物・土地両方の場合は「第１号及び第２号」とすること。
５　記載内容は、登記事項証明書の内容とあわせること。
＜登録免許税の非課税について＞

登録免許税法では、学校法人（準学校法人）が自己のために行う下記の登記等については、非課税としています。

【建物】

校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物（以下「校舎等」という。）の所有権（賃借権を含む。以下同じ。）の取得登記（権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。）

【土地】

校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利（土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。）の取得登記

